
「食の循環しばたモッタイナイ運動」協力店募集要領 
 
１ 目 的 
  自然の恵みに感謝して食べ物を大切にする「モッタイナイ」の心を伝え、食べ残しを減らす取組

みにより、生ごみの発生抑制と減量化を図るため、食べ残しを減らす等の取り組みを実践する飲食

店や宿泊施設等を協力店として募集・登録し、その取り組みを広く情報発信することを目的とする。 
 
２ 実施主体 
  新発田市、新発田市食の循環によるまちづくり推進委員会 
 
３ 対象者 
  新発田市内で営業する飲食店、宿泊施設（以下「店舗」という。） 
 
４ 協力店の要件 
  「食の循環しばたモッタイナイ運動」に賛同し、次の取組項目を１つ以上実践する店舗を協力店

として登録する。 
（１）食べ残しを減らすための声かけ 
   （「食の循環しばたモッタイナイ運動」協力店である旨の呼びかけ他） 
（２）小盛りメニュー等の導入 
   （ご飯量の調節、小盛りメニューの設定、ハーフサイズメニューの設定他） 
（３）店舗の形態やお料理に合った店舗独自の取り組み 
   （持ち帰り希望者への対応ほか） 
 
５ 取組内容 
（１）協力店は４で選択した取り組みを積極的に実践し、生ごみの発生抑制に努める。 

（２）協力店は交付された取組証を店舗内の見やすい場所へ掲示し、食べ残しを減らす方法をＰＲす

るなど、この取り組みについて積極的に周知を図る。 

 
６ 申込方法 
（１）協力店に登録を希望する店舗の代表者（以下「申請者」という。）は申込書（様式１）を市へ

郵送、ＦＡＸ、メール又は持参のいずれかの方法で提出する。  

（２）市は申込書の内容を確認し、適当と認めた場合は登録名簿へ掲載するとともに、申請者に対し

て取組証を交付する。  

（３）応募のあった時点で店舗情報を、市のホームページへ掲載することに承諾したものとみなす。 
 

７ 登録内容の変更 

  協力店は、申込書（様式１）に記載した内容（取組項目、住所、ホームページ掲載情報等）に変

更が生じた場合は、すみやかに市へ届け出るものとする。  

 

８ 市の役割 

  市は、登録された協力店を市のホームページ等で紹介する。 


